
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

船
舶
か
ら
の
排
出
ガ
ス
の
放
出
の
規
制

（
第
四
章
の
三
関
係
）

１

日
本
国
の
内
水
、
領
海
又
は
排
他
的
経
済
水
域
（
以
下
「
日
本
国
領
海
等
」
と
い
う
。
）
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
以

外
の
一
定
の
船
舶
（
以
下
「
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
」
と
い
う
。
）
の
船
舶
所
有
者
は
、
二
酸
化
炭
素
放
出

抑
制
航
行
手
引
書
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
二
十
五
関
係
）

２

一
定
の
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
の
船
舶
所
有
者
は
、
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
航
行
手
引
書
の
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
一
定
の
条
件
下
に
お
け
る
当
該
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
か
ら
の
二
酸

化
炭
素
の
放
出
量
で
あ
っ
て
、
当
該
船
舶
か
ら
の
二
酸
化
炭
素
の
放
出
の
抑
制
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て

の
指
標
と
な
る
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
が
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
よ
り
算
定
さ
れ
て
い
る

こ
と
及
び
船
舶
の
用
途
、
載
貨
重
量
ト
ン
数
等
に
応
じ
て
国
土
交
通
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



（
第
十
九
条
の
二
十
六
関
係
）

３

国
土
交
通
大
臣
は
、
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
航
行
手
引
書
を
承
認
し
た
と
き
は
、
当
該
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象

船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
し
て
、
国
際
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
船
舶
証
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
十
九
条
の
二
十
七
関
係
）

４

二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
は
、
有
効
な
国
際
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
船
舶
証
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
も
の

で
な
け
れ
ば
、
日
本
国
領
海
等
以
外
の
海
域
に
お
い
て
航
行
の
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
二
十
八
関
係
）

５

国
際
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
船
舶
証
書
の
交
付
を
受
け
た
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
国
際
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
船
舶

証
書
及
び
国
土
交
通
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
航
行
手
引
書
を
当
該
船
舶
内
に
備
え
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
二
十
九
関
係
）

６

国
土
交
通
大
臣
は
、
当
該
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
に
備
え
置
か
れ
た
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
航
行
手
引
書

が
要
件
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
指
標
が
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と

認
め
る
と
き
は
、
当
該
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
の
船
舶
所
有
者
に
対
し
、
国
際
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
船
舶



証
書
の
返
納
、
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
航
行
手
引
書
の
変
更
等
を
命
ず
る
こ
と
等
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
三
十
一
関
係
）

７

国
土
交
通
大
臣
は
、
本
邦
の
港
等
に
あ
る
外
国
船
舶
の
う
ち
、
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
対
象
船
舶
に
相
当
す
る
船
舶

等
に
対
し
て
、
二
酸
化
炭
素
放
出
抑
制
航
行
手
引
書
に
相
当
す
る
図
書
が
備
え
置
か
れ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
等
に

お
い
て
、
当
該
外
国
船
舶
の
船
長
に
対
し
、
必
要
な
措
置
を
と
る
よ
う
命
ず
る
こ
と
等
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
三
十
三
関
係
）

二

海
洋
汚
染
等
防
止
証
書
等
の
有
効
期
間
の
特
例
の
見
直
し

（
第
四
章
の
五
関
係
）

海
洋
汚
染
等
防
止
証
書
等
に
つ
い
て
、
定
期
検
査
に
合
格
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
こ
れ
ら
の
証
書
の
交
付
を
受

け
る
こ
と
の
で
き
な
い
一
定
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
従
前
の
海
洋
汚
染
等
防
止
証
書
等
の
有
効
期
間
は
、
新
た
に
証
書

が
交
付
さ
れ
る
日
又
は
従
前
の
証
書
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
月
を
経
過
す
る
日
の
い
ず
れ

か
早
い
日
ま
で
の
期
間
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
九
条
の
三
十
七
関
係
）

三

指
定
海
上
防
災
機
関

（
第
六
章
の
二
関
係
）

１

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
２
に
規
定
す
る
業
務
（
以
下
「
海
上
防
災
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
人
の



生
命
及
び
身
体
並
び
に
財
産
の
保
護
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
海
上
防
災
業
務
に
関

し
適
切
な
実
施
計
画
、
経
理
的
基
礎
及
び
技
術
的
能
力
を
有
す
る
こ
と
そ
の
他
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も

の
を
、
そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
に
一
を
限
っ
て
、
指
定
海
上
防
災
機
関
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す

る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
の
十
三
関
係
）

２

指
定
海
上
防
災
機
関
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

３
に
規
定
す
る
海
上
保
安
庁
長
官
の
指
示
に
よ
り
排
出
油
等
の
防
除
の
た
め
の
措
置
を
実
施
し
、
当
該
措
置
に
要

（一）
し
た
費
用
を
徴
収
す
る
こ
と
。

船
舶
所
有
者
そ
の
他
の
者
の
委
託
に
よ
り
、
排
出
油
等
の
防
除
、
消
防
船
に
よ
る
消
火
及
び
延
焼
の
防
止
そ
の
他

（二）
の
海
上
防
災
（
海
上
災
害
の
発
生
及
び
拡
大
の
防
止
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
た
め
の
措
置
を
実
施
す
る
こ
と
。

海
上
防
災
の
た
め
の
措
置
に
必
要
な
油
回
収
船
、
油
を
回
収
す
る
た
め
の
機
械
器
具
、
オ
イ
ル
フ
ェ
ン
ス
そ
の
他

（三）
の
船
舶
、
機
械
器
具
及
び
資
材
を
保
有
し
、
こ
れ
ら
を
船
舶
所
有
者
そ
の
他
の
者
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
。

海
上
防
災
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
訓
練
を
行
う
こ
と
。

（四）

海
上
防
災
の
た
め
の
措
置
に
必
要
な
機
械
器
具
及
び
資
材
並
び
に
海
上
防
災
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
技
術
に
つ

（五）



い
て
調
査
及
び
研
究
を
行
い
、
そ
の
成
果
を
普
及
す
る
こ
と
。

海
上
防
災
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
情
報
を
収
集
し
、
整
理
し
、
及
び
提
供
す
る
こ
と
。

（六）

船
舶
所
有
者
そ
の
他
の
者
の
委
託
に
よ
り
、
海
上
防
災
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
。

（七）

海
外
に
お
け
る
海
上
防
災
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
導
及
び
助
言
、
海
外
か
ら
の
研
修
員
に
対
す
る
海
上
防
災

（八）
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
訓
練
の
実
施
そ
の
他
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
国
際
協
力
の
推
進
に
資
す
る
業
務
を
行

う
こ
と
。

か
ら

ま
で
の
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
の
十
四
関
係
）

（九）

（一）

（八）

３

海
上
保
安
庁
長
官
は
、
緊
急
に
排
出
油
等
の
防
除
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
船
舶
所
有
者
等
に

対
し
そ
の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
い
と
ま
が
な
い
場
合
等
に
お
い
て
は
、
指
定
海
上
防
災
機
関
に
対
し
、
そ

の
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
の
十
五
関
係
）

４

指
定
海
上
防
災
機
関
は
、
３
の
規
定
に
よ
り
海
上
保
安
庁
長
官
が
指
示
し
た
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
当
該
措
置
に

要
し
た
費
用
を
船
舶
所
有
者
等
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
当
該
負
担
金
が
納
付
さ
れ
な
い
場
合
に
は

、
海
上
保
安
庁
長
官
に
対
し
、
そ
の
徴
収
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
当
該
措
置
に
要
し
た
費
用



の
負
担
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
の
十
六
関
係
）

５

指
定
海
上
防
災
機
関
は
、
海
上
防
災
業
務
の
開
始
前
に
、
海
上
防
災
業
務
に
関
す
る
規
程
を
定
め
、
海
上
保
安
庁
長

官
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
等
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
第
四
十
二
条
の
十
七
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
十
九
ま
で
関
係
）

四

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
二

船
舶
安
全
法
の
一
部
改
正

一

船
級
協
会
の
検
査
を
受
け
船
級
の
登
録
を
し
た
船
舶
に
つ
い
て
、
管
海
官
庁
の
検
査
を
受
け
こ
れ
に
合
格
し
た
も
の
と

み
な
す
範
囲
に
無
線
電
信
等
を
追
加
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
関
係
）

二

船
舶
検
査
証
書
に
つ
い
て
、
定
期
検
査
に
合
格
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
証
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
一
定
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
従
前
の
船
舶
検
査
証
書
の
有
効
期
間
は
、
新
た
に
証
書
が
交
付
さ
れ
る
日
又
は
従
前
の

証
書
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
月
を
経
過
す
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
期
間
と
す
る

こ
と
。

（
第
十
条
関
係
）

三

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。



第
三

国
際
航
海
船
舶
及
び
国
際
港
湾
施
設
の
保
安
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

一

船
舶
保
安
証
書
に
つ
い
て
、
定
期
検
査
に
合
格
し
た
場
合
で
あ
っ
て
、
直
ち
に
証
書
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
一
定
の
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
従
前
の
船
舶
保
安
証
書
の
有
効
期
間
は
、
新
た
に
証
書
が
交
付
さ
れ
る
日
又
は
従
前
の

証
書
の
有
効
期
間
が
満
了
す
る
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
五
月
を
経
過
す
る
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
ま
で
の
期
間
と
す
る

こ
と
。

（
第
十
三
条
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

第
四

附
則

一

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
関
係
）

三

そ
の
他
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
関
係
）


